
避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金 

交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、地域住民の手による福祉活動の活性化を図り、もって共助社

会の実現に寄与することを目的に、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

第１０９条において、地域福祉を推進するための中核となるべき団体として

位置づけられている、社会福祉法人船橋市社会福祉協議会（以下「市社協」

という。）に対し、船橋市補助金等の交付に関する規則（昭和５６年船橋市

規則第５０号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、避難行動要

支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業費の一部を補助金とし

て交付する。 

（対象経費及び補助金額） 

第２条 前条に規定する補助金の交付対象は市社協及び各地区社会福祉協議会

（以下「地区社協」という。）が行う避難行動要支援者のうち地域への情報

提供に同意した者及び安心登録カード登録者（以下「避難行動要支援者等」

という。）に対する見守り活動及び避難行動要支援者等の情報を保有してい

る旨の周知活動に係る費用とし、対象経費及び補助金額は別表のとおりとす

る。 

（補助要件） 

第３条 補助金の対象となる事業については、次の各号に掲げる要件を満たす

よう努めるものとする。 

⑴ 市社協と地区社協は、専用パソコンで情報共有し、安心登録カード登録 

者に対して日頃の見守り、緊急時の迅速な支援を行うものとする。 

⑵  市社協と地区社協は、災害時において、市と連携・協力し、市から提供さ

れた避難行動要支援者等の情報をもとに、災害の支援を行うものとする。 

⑶  避難行動要支援者のうち、同意者の情報を地区社協で保有していること

を、避難行動要支援者に対して見守り活動やはがきでの通知により知らせ

るものとする。 

（交付申請） 

第４条 補助事業に対する補助金の申請については、市社協が規則第３条の規

定により行うものとし、避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り

活動支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添え

て市長に申請しなければならない。 

⑴  事業計画書 

⑵  収支予算書 

⑶  前年度決算書 



⑷  その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の通知） 

第５条 市長は、規則第６条の規定により、避難行動要支援者及び安心登録カー

ド登録者見守り活動支援事業補助金交付決定通知書（第２号様式。以下「交付

決定通知書」という。）をもって市社協に交付の決定を通知するものとする。 

 （実績報告） 

第６条 市社協は、補助事業が完了したときには、規則第１２条の規定により、

避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金実績

報告書（第３号様式及び第３号様式別紙１、第３号様式別紙２）に次の各号に

掲げる書類を添えて市長に実績報告をしなければならない。 

 ⑴ 収支決算書 

 ⑵ 対象者名簿及び訪問活動記録 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

 （交付額確定の通知） 

第７条 市長は、規則第１３条の規定により、避難行動要支援者及び安心登録カ

ード登録者見守り活動支援事業補助金確定通知書（第４号様式）をもって市社

協に交付額の確定を通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第８条 市社協は、規則第１５条第２項の規定により補助金の交付を受けよう

とするときは、避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援

事業補助金交付請求書（第５号様式）に交付決定通知書の写しを添えて市長に

請求しなければならない。 

 （交付決定の取り消し） 

第９条 市長は、補助金を交付する旨の決定を受け、又は補助金の交付を受けた

者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取

り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部に相当する額を返還さ

せるものとする。 

⑴ 偽りその他不正の手段により、補助金を交付する旨の決定を受け、又は補

助金の交付を受けたとき。 

⑵ 交付を受けた補助金を目的以外に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

２ 市長は、避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業

補助金交付決定取消通知書（第６号様式）によって市社協へ交付決定の取消を

通知するものとする。 

（関係書類の整備） 

第１０条 市社協は、補助事業に係る会計帳簿及び根拠となる領収書等を補助



金の交付を受けた日の属する年度の終了後１０年間整備しておかなければな

らない。 

 （補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

  （令和２年度分、令和３年度分の補助対象事業及び対象経費の特例） 

 １ 令和２年度、令和３年度に限り、別表補助金額の項中「はがき」を「はがき

もしくは封書」と読み替えるものとする。ただし補助額ははがきと同額とする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は、平成２８年２月１８日から施行する。なお、別表のうち通信

運搬費にかかる経費については平成２８年４月１日より適用とする。 

   附 則 

  この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  



別表 

対象経費 対象経費内訳 補助金額 

報償費 見守り活動を行った地区社協ボラ

ンティアに対する報償費 

（避難行動要支援者等に対する見

守り活動は年４回を実施の基準と

する） 

補助基準額 

避難行動要支援者等に対する見

守り活動は１件あたり１５分単

位とし、１時間の基準額を４０

０円とする 

補助金額 

 各地区の避難行動要支援者等に

年間４回見守り活動を行った費

用を上限額とし、実際に要した

費用の額と比較して低い額 

 （毎年度予算の範囲内におい

て、市長が認めた額） 

通信運搬費 はがき及び封書等による登録確認

お知らせに係る通信運搬費 

補助基準額 

避難行動要支援者等に対するは

がき郵送費用は１件あたり郵便

法（昭和２２年法律第１６５号）

で定める通常はがき１枚分の額

（ただし往復はがきの場合は往

復はがき１枚分の額）とする 

補助金額 

  各地区の避難行動要支援者等

の数に、年間２回のはがき郵送

費用を上限額とし、実際に要し

た費用の額と比較して考慮低い

額とする 

ただし、往復はがき代金の補

助は年１回を補助の上限とする

（毎年度予算の範囲内におい

て、市長が認めた額） 

消耗品費 はがき及び封書等印刷に係る消耗

品費 

補助金額 

 各地区の避難行動要支援者等の

数に、年間２回送付するはがき

印刷費用を上限額とし、実際に



要した費用の額と比較して低い

額 

 （毎年度予算の範囲内におい

て、市長が認めた額） 

 

  



第１号様式 

 

避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金 

交付申請書 

 

 年  月  日 

 

船橋市長  あて 

 

住 所               

 

団体名               

 

代表者               

 

 

 

次のとおり、避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事

業補助金を受けたく、関係書類を添えて申請します。 

 

 

補助年度 年度 

補助事業

等 

名称  

目的及び内

容 

 

効果  

経 費 所 要 総 予 算 額  

交 付 申 請 額  

着手及び完了予定年月日 

着手予定     年  月  日 

 

完了予定     年  月  日 

添 付 書 類 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

３ 前年度決算書 

４ その他 

 



第２号様式 

 

  避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金 

交付決定通知書 

 

 

船橋市地指令第    号 

年    月    日 

 

    住   所 

申請者 団 体 名 

    代表者氏名         様 

 

船橋市長         印 

 

  年  月  日付申請のあった補助金の交付について次のとおり決定した

ので、避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金

交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

補 助 年 度 年度 

補 助 事 業 等 の 名 称   

経費所要総額のうち 

補助の対象となる経費 
              円 

交 付 決 定 額               円 

交 付 予 定 時 期   

交 付 条 件 

1 補助事業等の内容又は経費の配分の変更を

するときは、市長の承認を得ること。 

2 補助事業等を中止又は廃止するときは、市長

の承認を得ること。 

3 補助事業等が予定の期間内に完了しないと

き又は遂行が困難となったときは、速やかに

市長に報告してその指示を受けること。 

(注) 上記の決定に対して異議があるときは、速やかに文書で申請の取下げをす

ること。 

  



第３号様式 

 

避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金 

実績報告書 

 

 

年    月    日 

 

 

船橋市長     あて 

 

 

住   所             

補助事業者    団 体 名             

       代表者氏名                  

         

 

避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金交付

要綱第６条の規定により、補助事業の実施状況を次のとおり報告します。 

 

指 令 年 月 日  年  月  日 指 令 番 号 船橋市地指令第  号 

補 助 年 度  年度 

補助金等の名称       

補 助 事 業 等 
名 称  

施行場所  

着 手 年 月 日   年  月  日 完了年月日 年  月  日 

交 付 決 定 額                      円 

既 交 付 額                    円 

補助対象経費精算額                   円 

補助事業等の経過 

及び内容 

 

添 付 書 類  

1 収支決算書 

2 対象者名簿及び訪問活動記録 

3 その他(               ) 

 

○印  
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受領者 所属 活動時間合計 支払い額 印

※報償費については、１５分単位で支払うものとする。

上記の者に報償費を支払ったことを証明いたします。

地区社会福祉協議会

  地区社会福祉協議会　会長　      　　　印

避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援
事業補助金　報償費受領証明書

第３号様式―別紙２



第４号様式 

 

避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金 

確定通知書 

 

 

第         号 

年    月    日 

 

 

住   所             

補助事業者 団 体 名          

代表者氏名             様 

 

 

船橋市長       印 

 

 

   年  月  日付で実績報告のあった補助事業について、次のとおり補

助金の額を確定したので、避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り

活動支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、通知します。 

 

 

指令年月日 年  月  日 指令番号 船橋市地指令第  号 

補助年度 年度 

補助事業等の名称   

交付決定額                      円 

補助対象経費精算額                      円 

補助率  

交付確定額                      円 

 

 

 

 

 

 



第５号様式 

 

避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金 

交付請求書 

 

 

年    月    日 

 

船橋市長     あて 

 

          住   所           

  団 体 名           

代表者氏名         印 

 

 

 避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金交付

要綱第８条の規定により、補助金の交付を次のとおり請求します。 

 

 

指 令 年 月 日 年   月   日 指令番号 船橋市地指令第  号 

補 助 年 度 年度 

補助事業等の名称  

交 付 決 定 額                       円 

交 付 確 定 額                       円 

請 求 額                       円 

添 付 書 類 

1避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支

援事業補助金確定通知書又は避難行動要支援者及び安心

登録カード登録者見守り活動支援事業補助金交付決定通

知書の写し 

2その他(               ) 

 

 

 



第６号様式 

 

避難行動要支援者及び安心登録カード登録者見守り活動支援事業補助金 

交付決定取消通知書 

   

船橋市地指令第    号 

  年  月  日 

 

 

           様 

 

 

船橋市長          印 

 

 

  年  月  日付で交付決定した避難行動要支援者及び安心登録カ

ード登録者見守り活動支援事業補助金について、次のとおり交付の取り消しが

決定しましたので、通知します。 

 

指 令 番 号 船橋市地指令第   号 

補 助 年 度      年度 

補 助 事 業 等 の 名 称  

経費所要総額のうち交

付 

取消の対象となる経費 

円       

交 付 取 消 決 定 額 円       

交 付 取 消 予 定 時 期  

交 付 取 消 理 由 

１ 偽りその他不正の手段により、交付決定を受け

たため 

２ 補助金を目的以外に使用したため 

３ 補助金の交付決定に付した条件に違反したた

め 

 

 


